
In brief 1 
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

In brief 
A high-level look at current reporting issues 

2024 年 1 月 18 日 
No. 2024-02 
IFRS 第 17 号適用初年度の財務諸表の開示に関する留意事項 

要点 

多くの保険会社は、2023 年度の報告に関する IFRS 第 17号「保険契約」を適用した最初の年次財務諸表の最

終化に向けて取り組んでいます。IFRS 第 17 号によってもたらされた会計処理の根本的な変更について投資家

の理解を支援するためには開示が不可欠です。本資料では、開示の主要な領域に関するいくつかの重要なヒン

トを紹介します。

論点

IFRS第17号は2023年1月1日以後に開始する事業年度に適用されますが、これは保険業界における会計処理

の根本的な変更となります。IFRS第17号の前身であるIFRS第4号は、概して、既存の現地の会計基準に基づ

いて、法域や商品の種類に応じた多くの異なる会計処理の継続的な適用を企業に許容していました。IFRS第17
号は、認識、測定、表示および開示に対応する1つの原則に基づいた要求事項によって、保険業界全体の比較

可能性を高めています。

しかし、保険業界は複雑であり、それに伴って、その会計処理や報告も複雑となります。IFRS第17号に基づく最

初の年次財務諸表においては、IFRS第17号の影響および過去の財務報告との差異を説明する、高品質で企

業の固有性を反映した開示が特に重要視されることになります。

IFRS第17号を適用した最初の年次財務諸表の開示を作成する際に考慮すべき主な事項には、以下が含まれ

ます。

• IFRS第17号への移行の影響と移行方法の説明について十分詳細に説明されているか

• すべての重大な判断や見積りは明瞭かつ十分詳細に示されているか

• 重要性がある会計方針の情報は企業の固有性を反映する方法で開示されているか

• 適切な集約レベルで開示を行っているか
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適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

• IFRS第17号は代替的業績指標の使用にどのような変化を生じさせたか

IFRS第17号への移行の影響と移行方法の説明について十分詳細に説明されているか 

IFRS第17号への移行において、企業は、IFRS第17号の初度適用時に表示される当期および過去の期間につ

いて、IFRS第4号からIFRS第17号への移行の影響を受ける各表示科目の修正額を開示するという、IAS第8号
の一般的な要求事項の適用について免除されています。しかし、投資家にとっては、移行日における資本への

定量的な影響の理解が重要となります。企業は、例えば、変化の主な要因（割引率に関する方針の変更、利益

認識パターンの変更など）を明らかにするなど、この影響に関する定性的な開示を検討する必要があります。

IFRS第17号には、移行日における保険契約の帳簿価額を決定するための3つの異なる移行方法が規定されて

います（完全遡及アプローチ、修正遡及アプローチ、および公正価値アプローチ）。

企業は、以下の開示を要求されています［IAS第8号第28項（f）］［IFRS第17号C5項］［IFRS第17号第114項］

［IFRS第17号第115項］。 

• 使用した移行方法ごとの、契約上のサービス・マージンの調整表と保険収益の金額

• 適用した方法と判断における性質と重大性を投資家が理解できるようにするための、移行日における測

定の決定方法の説明（例えば、修正遡及アプローチで使用した修正についての開示、公正価値アプロー

チの適用において使用した評価のインプットの開示など）。

すべての重大な判断や見積りは明瞭かつ十分詳細に示されているか

企業は、IAS第1号の適用によって識別した主要な判断および見積りの不確実性の主要な発生要因と、IFRS第
17号の適用の際に行ったその他の判断および見積りとを明確に区別しなければなりません。開示は、企業固有

のものでなければならず、特にIFRS第17号が規範的ではない領域に焦点を当て、経営者が下した判断の詳細

を提供しなければなりません（例えば、各期間において認識すべき契約上のサービス・マージンの金額を識別す

るために、異なる商品に対するサービスの提供パターンを決定する際に適用される判断など）。

見積りの不確実性の主要な発生要因について、企業は、重大な見積りの基礎となる仮定を定量化し、合理的に

起こり得る結果についての意味のある感応度および（または）範囲を提供しなければなりません。保険契約負債

の測定は、その性質上、期待将来キャッシュ・フロー、それらのキャッシュ・フローの現在価値を測定する際に適

用する割引率、および非金融リスクに係るリスク調整を決定するために多くの仮定が必要となります。これには、

保険事故やその他の事象（契約の失効など）の発生可能性と時期、金利およびその他の金融リスク（インフレ率

など）に関する仮定が含まれます［IAS第1号第125項］［IAS第1号第129項］［IFRS第17号第117項］。 

重要性がある会計方針の情報は企業の固有性を反映する方法で開示されているか

IFRS第17号の発効と同時に、IAS第1号の修正も発効し、会計方針の情報に重要性があるかどうかを評価する

際に役立つ追加的なガイダンスが提供されました（詳しいガイダンスについては下記のリンクをご参照ください）。

このIAS第1号の修正は、企業がIFRSの要求事項を企業自身の状況にどのように適用したのかに焦点を当てた

会計方針の情報は、定型化された情報やIFRSの要求事項の単なる繰り返しまたは要約だけの情報（しばしば

「ボイラープレート」と呼ばれる）よりも有用な企業固有の情報を提供すると述べています［IAS第1号第117B項］。

［IAS第1号第117C項］。 

関連ガイダンス

会計方針の開示に関するプラクティスエイド（IASの修正）（英語のみ） 

適切な集約レベルで開示を行っているか

IFRS第17号は、保険契約が企業の財政状態、財務業績、およびキャッシュ・フローに与える影響を評価するた

めの基礎を投資家に与えるほどの詳細さの水準で、基本財務諸表とともに注記において情報を開示することを

企業に要求しています。開示は、有用な情報が不明瞭にならないような水準で集約および分解する必要があり

ます。

このような目的を満たすのに適した集約の基礎の例として以下が挙げられます［IFRS第17条95項］［IFRS第17
号第96項］。 

• 契約の種類（例えば、主要な商品ライン）

• 地理的領域（例えば、国または地域）

• IFRS第8号で定義されている報告セグメント

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084722_IAS08_pr28
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/appendices__6_INT.html#pwc-topic.dita_1714250707147704_ifrs17_appendix_c5
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1742250507147173_ifrs17_disclosure_explanation_114
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1742250507147173_ifrs17_disclosure_explanation_115
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080094_ias01_pr125
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080094_ias01_pr129
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1744250507147172_ifrs17_disclosure_judgement_117
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080091
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080091
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/by_topic/by_topic_INT/by_topic_INT/Practice-aids/Practice-Aid-on-the-Accounting-Policies-Disclosures-Amendments-to-IAS-1-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1737250507147164_ifrs17_disclosure_95
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1737250507147164_ifrs17_disclosure_96
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_17_insurance_co__1_INT/disclosure__101_INT.html#pwc-topic.dita_1737250507147164_ifrs17_disclosure_96
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IFRS第17号は代替的業績指標の使用にどのような変化を生じさせたか 

IFRS第4号における要求事項の欠如により、これまで多くの保険会社は多数の代替的業績指標（APM）を利用

してきており、かつ、これらの指標を重要視してきたかもしれません。

IFRS第17号が適用されるようになった現在、これまで使用してきたAPMの変更の可能性が高くなっています。

企業は、公開されているAPMやその指標がIFRS第17号によってどのような影響を受けたかについて説明する

こと、また関連する規制当局から伝えられている期待について検討することが重要です。IFRS第17号の収益お

よび利益に関する新たな測定により、規制当局および投資家は、過去に比べてAPMが重要視されなくなると見

込んでいるかもしれません。

関連ガイダンス

代替的業績指標に関するESMAガイドライン－FAQ集（英語のみ） 
FRCテーマ別レビュー：代替的業績指標（APM）－2021年10月（英語） 
In brief UK2023-38「FRCがIFRS第17号『保険契約』の適用初年度における期中開示に関するレビューを公表」

（英語のみ）

誰がどのような影響を受けるか

IFRS第17号の範囲に含まれる保険契約を発行するすべての企業が影響を受けます。 

適用日

IFRS第17号は2023年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 

さらに詳しい資料

IFRS第17号「保険契約」（2023年1月アップデート）：財務諸表の表示および開示（英語のみ）をご参照ください。 
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https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/esma/external_guidance/external_guidance_INT/external_guidance_INT/esma_INT/esma_guidelines_on_a_INT.html
https://media.frc.org.uk/documents/Alternative_Performance_Measures_APMs_2021.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/uk_in_briefs/PwC-UK-in-briefs/PwC-UK-in-briefs/frc-publishes-review-of-ifrs-17-insurance-contracts-interim-disclosures-in-the-first-year-of-application.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/uk_in_briefs/PwC-UK-in-briefs/PwC-UK-in-briefs/frc-publishes-review-of-ifrs-17-insurance-contracts-interim-disclosures-in-the-first-year-of-application.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/example_accounts/example_accounts_INT/example_accounts_INT/industry_illustrativ_INT/insurance__3_INT/illustrative_ifrs_co__5_INT.html
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